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【こんな取組どうでしょう？】 

第２次杉戸町環境保全率先実行計画（地球温暖化対策実行計画）より、地球温暖化防止に一

役も二役もある取組を紹介いたします（4 大項目、14 小項目ごとの具体的な取組を順次紹介）。 

また、それぞれの取組が、主に『 ①町職員を取組主体とする内容、②組織単位（担当部署）を

取組主体とする内容、③住民向け励行事項、④事業所向け励行事項 』を右端の列に●で示して

おりますので、ご参考下さい。 

 
 

大項目② 自動車燃料の使用抑制／交通公害の防止 

 

主な取組主体 

町組織 
小項目 具体的な取組内容 

全職員 組織単位 

住民向け 

励行事項 

事業所向け 

励行事項 

②-2 

公用車の購

入 

公用車の購入にあたっては、業務
内容等の利用状況に応じて必要
最小限の大きさの自動車とする。 

 ●  ● 

※具体的な取組内容での「公用車」は、住民向け励行事項「自家用車」、事業所向け励行事項「業務

用車両」に言い換えるものとします。また「公務・用務」は、住民向け励行事項「用事」、事業所向け励

行事項「業務」に言い換えるものとします。 

 

【この取組によって・・・】 

町自らの率先した低公害車の導入等により、町全体の交通公害の解消を促進することが出来

ます。 

 

【広がる地球温暖化防止の波紋】 

 「第2次計画」からの「具体的な取組６７」は、「第1次計画」から引き続く町組織・職員における必

須実施事項として捉えています。また、それらは住民・事業者における励行事項としても紹介して

います。 

 これから、町全体で共通の取組を皆さんのライフスタイルにジワリジワリと浸透させてはいかが

でしょうか？  

 

 


